
（別添） 

入札時に提出を要請する資料（単価表（明細書）例） 

                              令和●年●月●日 

●●殿 

                       住所     ●●県●●市●● 

                       商号又は名称 ●●建設㈱ 

                       代表者    ●● 〇● 

 

単価表（明細書） 

 

工事名 ●●工事 

 

工種等 金額（円） 備考 

直接工事費 計 ●●●，●●●円  

 うち材料費 ●●●，●●●円  

 うち労務費 ●●●，●●●円  

共通仮設費（積上計上及び率計上の計） ●●●，●●●円  

現場管理費 ●●●，●●●円  

うち法定福利費の事業主負担額 ●●●，●●●円  

うち建退共制度の掛金 ●●●，●●●円  

一般管理費等 ●●●，●●●円  

工事原価のうち安全衛生経費 ●●●，●●●円  

※共通仮設費（積上計上）の費用は、別に提出する「単価表」では、諸経費①又は諸経費

②に含めていないが、本「単価表（明細書）」では、共通仮設費（積上計上及び率計上

の計）に含めるものとし、本「単価表（明細書）」の直接工事費の計には含めないこ

と。 

※金額未記入など具体な数字の記載がない項目がある場合、無効の入札として取り扱いま

す。ただし、金額算出が困難な理由（金額未記入理由）を当該記載のない項目の備考欄

に記載したときは無効としません。 

  



単価表（明細書）に記載する材料費及び労務費について、以下の考え方に基づいて記載

項目を設定ください。 

 

●材料費及び労務費 

材料費及び労務費については、直接工事費として計上されること、見積作成の負担を軽

減することから、細別ごとに記載を求めるのではなく、直接工事費の内数として記載する

こととしている。 

材料費については、主要な材料費は必須項目とし、雑材料や建設機械に使用される燃料

費については、任意項目としている。雑材料の算出は煩雑であり、内訳書を作成するため

の負担を軽減する必要があること、積算上、率計上となっており発注者では把握が困難で

あるためである。また、建設機械に使用される燃料費についても、算出が煩雑であること

が想定されることから任意項目としている。 

なお、当面の間、労務費については、積上げ可能な方式（歩掛等）で積算した労務費を

計上し、市場単価方式や標準単価方式（その他の物価本掲載の価格も含む）により積算し

た労務費は計上しなくてよい。 

 

 

単価表（明細書）に記載する内容 

 材料費 労務費 

必須項目 ・主要な材料費（機器費含む） ・積上げ積算方式の工種 

任意項目 ・雑材料 

・建設機械の燃料費 

・仮設材の賃貸料金 

・市場単価方式の工種 

・土木工事標準単価方式の工種 

・建設機械の運転労務 

不要項目  ・現場技術職員等の給与・手当 

・資材搬入の運転労務 

 

  



入札時に提出を要請する資料（工事費内訳書（明細書）例） 

                              令和●年●月●日 

●●殿 

                       住所     ●●県●●市●● 

                       商号又は名称 ●●建設㈱ 

                       代表者    ●● 〇● 

 

工事費内訳書（明細書） 

 

工事名 ●●工事 

 

工種等 金額（円） 備考 

直接工事費 計 ●●●，●●●円  

 うち材料費 ●●●，●●●円  

 うち労務費 ●●●，●●●円  

共通仮設費（積上計上及び率計上の計） ●●●，●●●円  

現場管理費 ●●●，●●●円  

うち法定福利費の事業主負担額 ●●●，●●●円  

うち建退共制度の掛金 ●●●，●●●円  

一般管理費等 ●●●，●●●円  

工事原価のうち安全衛生経費 ●●●，●●●円  

※材料費、労務費、建設業退職金共済契約に係る掛金又は安全衛生経費について、計上で

きない場合は、計上できない項目の備考欄にその旨を記載すること。 

 

※金額未記入など具体な数字の記載がない項目がある場合、無効の入札として取り扱いま

す。ただし、金額算出が困難な理由（金額未記入理由）を当該記載のない項目の備考欄

に記載したときは無効としません。 

  



工事費内訳書（明細書）に記載する材料費及び労務費について、以下の考え方に基づい

て記載項目を設定ください。 

 

●材料費及び労務費 

材料費及び労務費については、直接工事費として計上されること、見積作成の負担を軽

減することから、細別ごとに記載を求めるのではなく、直接工事費の内数として記載する

こととしている。 

材料費については、主要な材料費は必須項目とし、雑材料や建設機械に使用される燃料

費については、任意項目としている。雑材料の算出は煩雑であり、内訳書を作成するため

の負担を軽減する必要があること、積算上、率計上となっており発注者では把握が困難で

あるためである。また、建設機械に使用される燃料費についても、算出が煩雑であること

が想定されることから任意項目としている。 

なお、当面の間、労務費については、積上げ可能な方式（歩掛等）で積算した労務費を

計上し、市場単価方式や標準単価方式（その他の物価本掲載の価格も含む）により積算し

た労務費は計上しなくてよい。 

 

 

工事費内訳書（明細書）に記載する内容 

 材料費 労務費 

必須項目 ・主要な材料費（機器費含む） ・積上げ積算方式の工種 

任意項目 ・雑材料 

・建設機械の燃料費 

・仮設材の賃貸料金 

・市場単価方式の工種 

・土木工事標準単価方式の工種 

・建設機械の運転労務 

不要項目  ・現場技術職員等の給与・手当 

・資材搬入の運転労務 

 


